
令
和
五
年
十
月
十
三
日

一

大
分
県
報
（
告
示
）

令

和

五

年

第

四

五

二

号

十
月
十
三
日

（　金 曜 日　）

目　
　
　
　
　
　
　

次

　
　
　
　
　
　
　
告
　
　
　
　
　
示

身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
医
師
の
指
定  

一

県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
適
当
の
決
定
及
び
縦
覧  

一

道
路
区
域
の
変
更
（
三
件
）  

一

道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）  

二

建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定  

三

　
　
　
　
　
　
　
病
院
局
告
示

大
分
県
立
病
院
の
利
用
に
係
る
料
金
の
収
納
事
務
の
委
託  

三

　
　
　
　
　
　
　
公
　
　
　
　
　
告

都
市
計
画
図
書
の
縦
覧  

三

○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号

　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医
師
と

し
て
次
の
者
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
障
害
区
分

医
師
氏
名

勤　

務　

場　

所

指 

定 

年 

月 

日

肢
体
不
自
由

伊

東

良

広

九
州
大
学
病
院
別
府
病
院

別
府
市
大
字
鶴
見
字
鶴
見
原
四
五

四
六
番
地

令
五
・　

九
・
一
四

心
臓
の
機
能
障
害

吉　

良　

晋
太
朗

中
津
市
立
中
津
市
民
病
院

中
津
市
大
字
下
池
永
一
七
三
番
地

〃

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

㈱
イ
ン
タ
ー
プ
リ
ン
ツ　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

心
臓
の
機
能
障
害

久　

米　
　
　

治

中
津
市
立
中
津
市
民
病
院

中
津
市
大
字
下
池
永
一
七
三
番
地

〃

呼
吸
器
の
機
能
障
害

ヒ
ト
免
疫
不
全

ウ
イ
ル
ス
に
よ
る

免
疫
の
機
能
障
害

橋

本

武

博

大
分
大
学
医
学
部
附
属
病
院

由
布
市
挾
間
町
医
大
ヶ
丘
一
丁
目

一
番
地

〃

心
臓
の
機
能
障
害

三

池

太

朗

三
池
循
環
器
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

玖
珠
町
大
字
塚
脇
四
六
一
番
地
の

七

〃

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
玖
珠
郡
玖

珠
町
大
字
戸
畑
千
四
百
八
十
一
番
地
の
七
の
穴
本
俊
則
ほ
か
二
人
か
ら
の
県
営
土
地
改
良
事
業
施
行
申
請
を

適
当
と
決
定
し
、
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
利
害
関
係
人
で
異
議
の
あ
る
も
の
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
知
事
に
対
し
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

事　
　

業　
　

名

地
区
名

縦　
　

覧　
　

期　
　

間

縦
覧
場
所

県
営
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
等
整
備

事
業

戸
畑
地
区

令
五
・
一
〇
・
一
三
か
ら

令
五
・
一
一
・　

二
ま
で

玖
珠
町
役
場

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　



令
和
五
年
十
月
十
三
日

二

大
分
県
報
（
告
示
）

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

県
道
新
城
山

香
線

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
三
郎

迫
三
八
二
四
番
二
か
ら

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
畑
ケ

中
三
九
一
六
番
五
ま
で

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
九
・
七　
　

〜　

八
・
八

メ
ー
ト
ル

七
二
九
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

Ｂ

八
九
・
四　
　

〜
一
一
・
六

五
八
七
・
七

後

Ａ

一
九
・
七　
　

〜　

八
・
八

七
二
九
・
〇

Ｂ

八
九
・
四　
　

〜
一
一
・
六

五
八
七
・
七

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

国
道
三
八
七

号

玖
珠
郡
九
重
町
大
字
菅

原
字
山
撫
七
二
八
番
二

地
内

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
一
・
八

〜
一
〇
・
六

メ
ー
ト
ル

七
五
・
八

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。

Ｂ

一
六
・
九　
　

　

〜
一
三
・
五

七
五
・
八

後

Ｂ

一
六
・
九　
　

　

〜
一
三
・
五

七
五
・
八

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前 

後 

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
宝
珠
山

日
田
線

日
田
市
大
字
小
野
字
其
畑
三
七
六
一

番
二
地
先
か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
殿
村
三
八
五
九

番
四
ま
で

前

メ
ー
ト
ル

一
三
・
二

〜　

四
・
六

メ
ー
ト
ル

二
〇
六
・
〇

日
田
市
大
字
小
野
字
其
畑
三
七
六
一

番
一
六
か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
殿
村
三
八
五
九

番
四
ま
で

後

一
七
・
〇

　

〜
一
〇
・
四

二
〇
六
・
〇

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
新
城
山
香
線

豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
三
郎
迫
三
八
○
九
番
二
か

ら豊
後
高
田
市
田
染
蕗
字
畑
ケ
中
三
九
一
六
番
五
ま

で

令
五
・
一
〇
・
一
三



令
和
五
年
十
月
十
三
日

三

大
分
県
報
（
告
示
・
病
院
局
告
示
・
公
告
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
十
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名

供　

用　

開　

始　

区　

間

供
用
開
始
年
月
日

県
道
宝
珠
山
日
田
線

日
田
市
大
字
小
野
字
其
畑
三
七
六
一
番
一
六
か
ら

日
田
市
大
字
小
野
字
殿
村
三
八
五
九
番
四
ま
で

令
五
・
一
〇
・
一
三

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

　

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

指
定
番
号

指　

定　

位　

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

別
第
四
─
三

号

速
見
郡
日
出
町
字
鍛
冶
屋
園
一
一

六
八
番
一
、
一
一
八
〇
番
一
五
及

び
一
一
八
〇
番
一
六
並
び
に
一
一

八
〇
番
一
五
地
先
里
道
並
び
に
字

尾
崎
一
一
九
〇
番
一
並
び
に
一
一

九
〇
番
一
、
一
一
九
〇
番
七
及
び

一
一
九
〇
番
八
の
各
地
先
里
道

令
五
・
九
・
二
七

メ
ー
ト
ル

六
・
二
○

〜
四
・
〇
七

メ
ー
ト
ル

九
四
・
一
九

○
病

院

局

告

示

大
分
県
病
院
局
告
示
第
五
号

　

地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
分
県
立
病
院
の
利
用
に
係
る
料
金
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日　

大
分
県
病
院
局
長　
　

井　
　
　

上　
　
　

敏　
　
　

郎　

一　

受
託
者
の
住
所
及
び
名
称

　
　

東
京
都
千
代
田
区
神
田
駿
河
台
四
丁
目
六
番
地

　
　
　

株
式
会
社
ニ
チ
イ
学
館

　
　
　
　

代
表
取
締
役　

森　
　
　

信　

介

二　

委
託
期
間
等

　

１　

期
間

　
　
　

令
和
五
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

　

２　

時
間

　
　

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規

定
す
る
休
日
（
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
」
と
い
う
。
）
並
び
に
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
の
一

月
三
日
ま
で
（
祝
日
法
に
よ
る
休
日
を
除
く
。
）
を
除
く
毎
日

　
　

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
前
九
時
十
五
分
ま
で
及
び
午
後
三
時
十
五
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

○
公
　
　
　
　
　
告

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
五
年
十
月
十
三
日

大
分
県
知
事　
　

佐　
　
　

藤　
　
　

樹　

一　

郎　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

中
津
都
市
計
画
道
路　

三
・
三
・
十
五
号　

大
新
田
相
原
線
（
中
津
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
七
号　

小
祝
牛
神
線
（
中
津
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
四
・
九
号　

宮
永
金
手
線
（
中
津
市
決
定
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
・
五
・
八
号　

中
殿
牛
神
町
一
丁
目
線
（
中
津
市
決
定
）

二　

縦
覧
場
所

　
　

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号　

大
分
県
土
木
建
築
部
都
市
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課


